
【契約書別紙】

通所介護
介護予防通所介護・予防専門型通所

１．当事業所が提供するサービスについての相談窓口
電話 ０５２－９０１－７６２１（午前８時３０分～午後５時３０分まで）
担当 伊藤　浩一・小出麻衣子
※ご不明な点は、担当までおたずねください。

２．当事業所の概要
（１） 提供できるサービスの種類と地域

※上記地域以外にお住まいの方でもご希望の場合はご相談ください。

（２） 当事業所の職員体制 

（３） 当事業所の設備の概要

（４）営業時間及びサービス提供時間

３．サービス内容
①送迎 車椅子用のリフトつきの車輌にて送迎いたします。
②食事 管理栄養士の作成したメニューに応じた食事を提供いたします。
③入浴 身体状況に応じた設備で、入浴を行います。
④生活相談 常勤の生活相談員が対応いたします。

４－１．　料金　 (介護給付の場合）
※１単位あたり、\１０．６８に換算するものとします。

※介護報酬計算時、金額によっては端数が変更になる場合があります。
※ご利用時間が７時間未満の場合は、利用料金が異なります。詳細は介護支援専門員
　 から毎月交付されますサービス提供票別表をご確認ください。

職種 常勤 非常勤 計

看護職員 ６名 6名

１室
浴室 一般浴槽・特殊浴槽 送迎車輌 ４台

介護職員 ９名 ６名 １５名

名称 愛生苑デイサービスセンター
所在地 愛知県名古屋市北区五反田町１０８番地の２

事業所番号 2370300242

サービス提供対象地域
名古屋市北区・東区・西区、豊山町、北名古屋市　　※総合
事業は名古屋市北区、東区、西区、豊山町に限る。

機能訓練指導員 １名 １名

管理者 １名 １名
生活相談員 ３名 ３名

定員 ３０名 静養室 １室２床

営業日 日・月・火・水・木・金・土
営業時間 午前８時３０分～午後５時３０分

サービス提供時間 午前９時３０分～午後４時４０分

食堂兼機能訓練室 １室１２０．０９㎡ 相談室

要介護１ ¥7,028 658単位
要介護２ ¥8,299 777単位

①通所介護利用料※２割若しくは３割負担者は下記自己負担額にそれぞれの割合を乗じてください。

１割負担の場合
１日あたりの利用料金
７時間以上８時間未満

要介護５ ¥12,261 1,148単位

要介護３ ¥9,612 900単位
要介護４ ¥10,926 1,023単位

介護保険適用時の１日あたりの自己負担額

¥1,226
¥1,093
¥962
¥830
¥703

７時間以上８時間未満

サービス利用重要事項説明書

＜令和 ７年 ４月 １日現在＞



②各種加算（１日あたり）
※２割若しくは３割負担者は下記金額にそれぞれの割合を乗じてください。

入浴介助加算（Ⅰ） （\428/40単位）
介護保険適用時の自己負担額は\43です。

中重度者ケア体制加算 （\481/45単位）
基準である人員配置に加え、２以上確保していること。要介護３以上の占める割合が３０％以上
であること。
介護保険適用時の自己負担額は\４９です。

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） （\193/18単位）
介護福祉士が５０％以上配置されていること。

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
１ヶ月あたりの所定の単位数（総利用単位数）×９２/１０００単位。

③減算 （－\502/－47単位）

通所介護送迎減算
事業所が送迎を実施しない場合。
介護保険適用時の自己負担額は－\５１です。

④食費（介護保険対象外）
昼食\６８２/１食
夕食\５７５/１食

⑤おむつ代（介護保険対象外）
\５０/１日 但し、オムツ等不要な方、持参される方は頂戴いたしません。
※基本的には、ご持参をお願いいたします。

⑥サービス提供対象地域外における送迎費用（介護保険対象外）

⑦延長利用料（介護保険対象外）

サービス提供時間外は、午前と午後を通算しないこととします。

⑧その他
上記の他、レクリエーション材料費等は全額自己負担となります。

※上記利用料金につきましては、端数処理の関係上、１月あたりの料金に換算いたしますと、
　  若干の変動があります。

¥1,000
¥500

介護保険適用時の自己負担額は\２０です。

３、以降、１０ｋｍ毎に、片道１回あたり\１，０００ずつ加算されます。

１、当事業所より、片道１０ｋｍ未満の場合。 片道１回あたり\１，０００
２、当事業所より、片道１０ｋｍ～２０ｋｍ以下の場合。 片道１回あたり\２，０００

４、３時間以上４時間未満 ¥2,000
５、４時間以上 ¥2,500

１、１時間未満
２、１時間以上２時間未満
３、２時間以上３時間未満 ¥1,500



４－２．　料金　 (予防給付・総合事業の場合）
※１単位あたり、\１０．６８に換算するものとします。

※２割若しくは３割負担者は下記自己負担額にそれぞれの割合を乗じてください。

※介護報酬計算時、金額によっては端数が変更になる場合があります。

②各種加算（１月あたり）

生活機能向上グループ活動加算 （\1,068/100単位）
生活機能向上グループ活動サービスを１週につき１回以上実施する。
介護保険適用時の自己負担額は\１０７です。

サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 要支援１：（\769/72単位）要支援２：（\1,538/144単位）
介護福祉士が５０％以上配置されていること。
介護保険適用時の自己負担額は要支援１は\７７、要支援２は\１５４です。

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）
１ヶ月あたりの所定の単位数（総利用単位数）×９２/１０００単位。

③減算 （－\502/－47単位）
通所型独自送迎減算
事業所が送迎を実施しない場合。
介護保険適用時の自己負担額は－\５１です。

④食費（介護保険対象外）

夕食\５７５/１食

⑤おむつ代（介護保険対象外） 但し、オムツ等不要な方、持参される方は頂戴いたしません。
\５０/１日

⑥サービス提供対象地域外における送迎費用（介護保険対象外）

⑦延長利用料（介護保険対象外）

サービス提供時間外は、午前と午後を通算しないこととします。

⑧その他
上記の他、レクリエーション材料費等は全額自己負担となります。
※上記利用料金につきましては、端数処理の関係上、１月あたりの料金に換算いたしますと、
　  若干の変動があります。

¥1,000
¥500

要支援２ ¥38,673 3,621単位

１、当事業所より、片道１０ｋｍ未満の場合。 片道１回あたり\１，０００
２、当事業所より、片道１０ｋｍ～２０ｋｍ以下の場合。 片道１回あたり\２，０００

※入浴及び送迎は上記金額に含まれます。但し、サービス提供対象区域外の送迎費用は全額
　　自己負担となります。

昼食\６８２/１食

¥3,868

¥2,500５、４時間以上
¥2,000４、３時間以上４時間未満

３、以降、１０ｋｍ毎に、片道１回あたり\１，０００ずつ加算されます。

２、１時間以上２時間未満
１、１時間未満

介護保険適用時の１月あたりの自己負担額
要支援１ ¥19,203 1,798単位

①予防通所介護・予防専門型通所介護利用料

１月あたりの利用料金
¥1,921

３、２時間以上３時間未満 ¥1,500



４－３．　キャンセル料

４－４．　支払い方法
毎月、１０日までに前月分の請求をいたしますので、指定口座への入金またはコンビニ決済に
てお願いいたします。
お支払い方法は、指定口座振替またはコンビに決済となります。
引落日及びコンビニ決済期限は２０日となります。
引落、決済確認後領収書を発行いたします。

５．サービスの利用方法
（１）サービスの利用開始
まずは、お電話等にてお申込みください。当事業所の生活相談員等がご自宅等に訪問いたし
ます。
通所介護計画または介護予防通所介護計画、予防専門型通所サービス計画の作成と同時に

居宅サービス計画または介護予防サービス支援計画の作成を依頼している場合は、事前に各
サービス計画作成担当者とご相談ください。

（２）サービスの終了
①利用者都合でサービスを終了する場合
　サービスの終了を希望する日の１週間前までに文書でお申し付けください。
②当事業所都合でサービスを終了する場合
　人員不足等やむを得ない事情により、サービスの提供を終了させていただく場合がございます。
③自動終了
　以下の場合は、双方の通知がなくても自動的にサービスを終了いたします。
　・利用者が介護保険施設等に入所した場合。
　・介護保険給付でサービスを受けていた利用者の要介護認定区分が非該当（自立・事業
　　対象者）と認定された場合。
　・利用者死亡の場合。
④その他
　当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、利用者や家
　族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当事業所が破産した場合、利
　用者は文書で解約を通知することによって即座にサービスを終了することができます。
　利用者がサービス利用料金の支払を２ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわ
　らず１０日以内に支払わない場合、利用者が正当な理由なくサービスの中止をしばしば繰り返
　した場合、利用者が入院もしくは病気等により、３ヶ月以上に渡ってサービスが利用できない状
　態であることが明らかになった場合、または利用者や家族などが当事業所や当事業所のサー
　ビス従業者に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知するこ
　とにより、即座に契約を終了ささせていただく場合がございます。

６．当事業所の特徴等
（１）運営の方針
①
事業所は、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立 した日常生活
を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練等を行うことにより、利用者の
社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者・家族の身体的及び精神的負担の
軽減を図るための援助を行います。
②
当事業所は、常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓
練その他必要なサービスを利用者の希望に沿って適切に提供します。特に、認知症の状態にあ
る要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に応じたサービスの提供を行います。

利用者の都合でサービスを中止する場合、下記のキャンセル料が発生いたします。

①利用日の当日午前８時３０分までにご連絡いただいた場合。 無料
②利用日の当日午前８時３０分までにご連絡がなかった場合。 ¥682

契約を締結し、サービスの提供を開始いたします。



③
介護予防通所介護、予防専門型通所サービスの提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、
要支援者が可能な限りその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう必要な日常
生活上の支援及び機能訓練を行うことにより利用者の心身機能の維持回復を図り、利用者の生
活機能の維持または向上を目的とします。

（２）サービス提供にあたっての留意事項
①送迎時間の連絡
送迎の時間は事前に連絡いたします。但し、交通の状況等により時間が前後する場合がありま
す。また事業所の都合により時間の変更をお願いする場合がございます。
②体調確認
事業所に到着後、看護職員による体温・血圧・脈拍等の測定を行い、利用当日の利用者の体調
確認を行います。
③体調不良等によるサービスの中止・変更
利用者の体調不良等によりサービスを中止・変更する場合は、家族等に連絡し、対応いたします。
④食事のキャンセル
利用者の体調不良等により食事をキャンセルする場合は、キャンセル料として￥682頂戴いたしま
す。
⑤設備、器具の利用
事業所内の設備、器具は本来の用法に従って、ご利用下さい。これに反した利用により破損等が
生じた場合、賠償して頂く場合がございます。
⑥飲酒、喫煙
飲酒、喫煙は家族等の同意があれば原則として自由です。但し他の利用者に迷惑をかけないよう
にしてください。喫煙は決められた場所以外ではお断りいたします。
⑦所持品の持ち込み
貴重品、高額の現金の持ち込みはご遠慮下さい。紛失、盗難等発生した場合、責任は負いかね
ます。
⑧ペット類の持ち込み
当事業所内へのペット類の持ち込みは固くお断りします。
⑨宗教、政治活動
当事業所内で、事業者やサービス従業者または他の利用者に対する宗教活動及び政治活動は
ご遠慮ください。
⑩禁止行為
従業者又は他の利用者に対し、ハラスメントその他迷惑行為を行うことはご遠慮ください。

７．緊急時の対応方法
サービスの提供中に容体の変化等があった場合は、事前のうちあわせにより、主治医、救急病院、
ご家族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。

救急病院
病院名

電話番号

ご家族

氏名

電話番号

氏名

電話番号

主治医

病院名

主治医名

電話番号



８．非常災害対策
・防災時の対応 別途定める「特別養護老人ホーム愛生苑消防計画」に従って対応いたします。
・防災設備 スプリンクラー、自動火災報知器、屋内消火栓、非常通報装置、非常用電源、

防火扉等を設置。
・防災訓練 別途定める「特別養護老人ホーム愛生苑消防計画」に従って避難訓練等を実施

します。
・防火責任者 水　田　　雄　一　郎

９．事故発生時の対応
指定通所介護、介護予防通所介護サービス・予防専門型通所サービス・介護予防通所介護の提
供により事故が発生した場合には、代理人、市町村、関係医療機関等への連絡を行うなど必要な
措置を講じ、事故の状況や事故に際してとった処置について記録し、賠償すべき事故の場合には、
損害賠償を速やかに行います。

１０.身体拘束の禁止
　 原則として、利用者の自由を制限するような身体拘束を行わないことを約束します。ただ、緊急や

む得ない理由により拘束せざるを得ない場合には、事前に利用者及び代理人へ十分な説明をし、
同意を得るとともに、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な
い理由について記録します。

１１.高齢者虐待の防止、尊厳の保持
①利用者の人権の擁護、虐待の防止のために、研修等を通して従業員の人権意識や知識の向
上に努め、利用者の権利擁護に取り組める環境の整備に努めます。
②利用者の人権及びプライバシーの保護、ハラスメントの防止等のため業務マニュアルを作成し、
従業者の教育を行います。

１２．サービス内容に関する相談・苦情
① 当施設ご利用者相談・苦情担当 生活相談員　伊藤　浩一 電話：052-901-7621

苦情解決責任者 施設長　　　　水田　雄一郎
② 苦情対応第三者委員　　

社会福祉法人愛生福祉会前評議員 佐藤　望
社会福祉法人愛生福祉会評議員 岡㟢　律子

③ 苦情処理相談窓口 愛知県国民健康保険団体連合会介護保険課
電話：052-971-4165

名古屋市北区役所介護福祉課 電話：052-917-6526
名古屋市西区役所介護福祉課 電話：052-917-6527
北名古屋市役所高齢福祉課 電話：0568-26-4477
豊山町役場保険課・介護係 電話：0568-28-0100
※その他、各市区町村福祉課

１３．当法人の概要
名称・法人種別 社会福祉法人　愛生福祉会
代表者職・氏名 理事長　　増井　香織
本部所在地 名古屋市北区鳩岡町１丁目７番地２０

定款の目的に定めた事業
１, 介護老人福祉施設事業 11, 訪問入浴介護事業
２, 12, 居宅介護支援事業
３, 軽費老人ホーム 13, 配食サービス事業
４, 養護老人ホーム 14, 生活援助員派遣事業
５, 軽費老人ホームケアハウス 15, 事業所内託児所
６, 短期入所生活介護事業 16, サービス付き高齢者向け住宅事業
７, 高齢者自立支援短期宿泊事業 17, 介護員養成研修事業
８, 通所介護事業 18, 診療所事業
９, 認知症対応型老人共同生活援助事業 19, 調剤薬局事業
１０, 訪問介護事業所 20, 訪問看護事業

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業



通所介護・介護予防通所介護・予防専門型通所サービスの提供開始にあたり、契約書及び
本書面に基づき重要事項の説明を行いました。

令和　　　 年　　　 月　　  日
事業者
名称 愛生苑デイサービスセンター
所在地 愛知県名古屋市北区五反田町１０８番地の２
施設長 氏名　 水　田　　雄　一　郎　　　　　　　　　印
説明者 所属 愛生苑デイサービスセンター

氏名　 印

私（利用者）は、契約書及び本書面により、事業者から重要事項の説明を受け了承しました。
令和　　　年　　　　月　　　日

住所　 
利用者

氏名　　　　　　　　　                                  　　　　　　　　　　印

利用者保証人

住所　

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

利用者との続柄


